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＜本日の内容＞

２．処方チェックの現状と電子処方箋でのチェック機能

１．医療DXをとりまく最近の動き

３．ＡＩの発展と処方チェックの未来像

４．電子版お薬手帳の利活用について

５．院内処方箋（院内の医薬品の物流と記録）に関する諸課題

6．電子処方箋・医療DXを推進するために必要な基盤整備



医療法の一部が改正された































１ ＯＴＣ医薬品の製造販売業者

ＯＴＣ医薬品の製造販売業者においては、本事務連絡発出後令和８年 

12 月末を目安に､製品の紹介画像、棚割り画像、ＧＴＩＮ（ＪＡＮ）

コード情報、各種流通情報（包装、サイズ等も含む）、添付文書情報

等をご準備いただき、登録方法に関しては、【ＪＳＭ－ＤＢＣ宛て：

jsm-db@planet-van.co.jp】にお問合せください。 

電子版お薬手帳ではJANコードを
読み取ることによりOTC医薬品を
登録することができる機能を有し
ている



従来、医療DXは単に政策としての対応であったが、

今回の医療法が改正されたことにより、当該政策は

法的根拠を持った政策となった

官僚にとっては、法に示された内容を期限までに実現

することは義務であり、外観上で実現する（完全実現

かどうかは別として）ために、何が何でも実行する

（したことにする）ということが、従来の対応とは、

全く異なる環境の変化となったことに十分に留意する

必要がある
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③病態禁忌
④アレルギー
⑤腎機能障害や肝機能障害等による投与量調整

現状における処方チェックを考える

現在実施されている対物チェック（ＯＴＣ薬の重複は除く）は
現状では主に薬局/薬剤部門システムにおいて行われているが、
これらは本来処方時にチェックすべきものではないか

電子処方箋ではこれらの対物チェック（ＯＴＣ薬は除く）が
処方時/調剤時に実施されることになっている

①患者が服用している医薬品（自院のみならず
他院あるいはＯＴＣ薬も含む）の重複投与回避

②併用禁忌（相互作用回避）

対物チェック

対人チェック



電子処方箋における情報の流れ（現状）



現状における処方チェックを考える

現状ではやむを得ない面があるが、将来的にはＯＴＣを含めて
チェックする仕組みを構築すべきではないか
（処方時はともかく薬局においてはチェックすべき）

電子処方箋では処方時及び調剤時に①②（ＯＴＣは除く）が
チェックされる

薬局のシステム（少なくとも電子薬歴システム）はＯＴＣ等に
関する情報の登録及び重複／併用禁忌チェック機能は必須では
ないか（電子薬歴システムに標準仕様とすべき）

令和8年1月23日の通知により、ＯＴＣでＪＡＮコードがつい
ているＯＴＣは情報が登録される予定



現状における処方チェックを考える

少なくとも医療用医薬品の添付文書に「相互作用あり」と記載
されている成分を有するＯＴＣ（一部のサプリメントを含む）
に関してはチェックを行う機能を標準機能として有することが
求められるのではないか

ＯＴＣ類似薬に関しては(今回は実施されないが)今後保険適用外
となることもあり得る

このようなチェック機能を薬局のシステムが標準装備で有して
いれば、医薬分業の意義(薬局の存在意義)を示すことにもなる
と思われる

医療機関の薬剤部門システムも今後同様のチェック機能をもつ
ことが望ましいのではないか
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③病態禁忌
④アレルギー
⑤腎機能障害や肝機能障害等による投与量調整

処方チェックの未来像

①患者が服用している医薬品（自院のみならず
他院あるいはＯＴＣ薬も含む）の重複投与回避

②併用禁忌（相互作用回避）

対物チェック

対人チェック

これからの10年間くらいで
処方チェックも従来の「対物チェック中心」から
「対人チェック中心」に移るものと考えられる

従来の一般的チェックから患者個人情報を利活用した
個別化されたチェックが実施されるようになる



ＡＩに聞いてみました

薬剤師の疑義照会はAIが進展することによりどのように変化するのかを
5年後、10年後、15年後、20年後について教えてください

5年後：AI補助型の疑義照会（“一緒に監査するAI”）

主な変化
・処方監査時にAIが

・腎機能に応じた用量
・年齢・体重補正
・重要相互作用
を自動チェック

・疑義になり得るポイントが「候補リスト」として表示される

疑義照会の性質
人が探す → AIが見つけて人が確認する

薬剤師の役割
・ AIアラートの妥当性を判断
・ 「本当に臨床的に問題か？」を評価
 見落としは減るが、疑義件数はまだ大きくは減らない

＜ChatGPT5.2による回答＞

5年後（2031年）
【フェーズ1】デジタライゼーションと「トリアージ」

キーメッセージ：電話からの解放と「ノイズ」の削減

・コミュニケーションの非同期化
・電話から「医療用チャット/専用アプリ」へ完全移行。
・医師は診療の合間に「承認」ボタンを押すだけで完了。

・AIによる自動ドラフト作成
・「残薬調整」「一包化」「後発品変更」などの形式的な照会

文をAIが自動生成。
・薬剤師はAIの提案を確認・送信するだけのオペレーター的役

割へ。

不要な照会の削減（フィルタリング）
・AIが「これは医師の意図的な処方（照会不要）」と判定したも

のはアラートを出さない。
・本当に危険な処方のみに集中できる環境の構築。

＜Gemini による回答＞



ＡＩに聞いてみました

薬剤師の疑義照会はAIが進展することによりどのように変化するのかを
5年後、10年後、15年後、20年後について教えてください

10年後：疑義照会の“質が標準化”する時代

主な変化
・AIが患者背景（検査値・既往歴・併用薬）を統合し
“この患者で危険になりやすい処方”だけを抽出
・疑義照会の文章をAIが自動下書き
・ガイドラインとの照合がリアルタイム化

疑義照会の性質
「念のため確認」型から
「根拠を示した臨床的提案」型へ進化

薬剤師の役割
・AIの提示情報を臨床文脈で解釈
・医師とより対等な臨床ディスカッションを行う存在に
 

＜ChatGPT5.2による回答＞

10年後（2036年）
【フェーズ2】リアルタイム統合と「処方前」介入

キーメッセージ：事後修正から「未然防止」へ

処方確定前のブロック機能
・病院（電子カルテ）と薬局システムのAPIが完全に連携。
・医師が処方入力中に、薬局側のAIがバックグラウンドで在庫や

禁忌をチェックし、処方確定前に画面上で修正を促す。

・「疑義」の消滅
・処方箋が発行された時点で、既に整合性が取れているため、

事後的な問い合わせが激減する。

・治験（臨床試験）とのシームレス連携
・処方時にAIが「治験の除外基準」を検知し、不適合な併用薬

の処方を未然に防ぐ。
・（※ここが臨床試験のプロであるユーザー様の領域と強く

リンクします）

＜Gemini による回答＞



ＡＩに聞いてみました

薬剤師の疑義照会はAIが進展することによりどのように変化するのかを
5年後、10年後、15年後、20年後について教えてください

１5年後：疑義照会は“例外対応業務”になる

主な変化
・医師が処方入力する段階でAIが強力に補正

→ 用量ミス・禁忌処方は激減
・疑義照会が必要なのは

・多疾患併存
・ガイドライン外治療
・副作用リスクと治療効果のトレードオフ症例

などの難症例中心

疑義照会の性質
件数は減少
 1件あたりの難易度は上昇

薬剤師の役割
「エラー検出者」から「高度臨床コンサルタント」へ

＜ChatGPT5.2による回答＞

15年後（2041年）
【フェーズ3】PBPM（プロトコルに基づく薬物治療

管理）の自動化

キーメッセージ：問い合わせではなく「事後報告」へ

・AIエージェントによる自律的な変更
・事前に合意されたプロトコル（腎機能による減量、副作用時

の支持療法追加など)の範囲内で､AIと薬剤師が処方を変更・
実行する。

・医師へは「変更しました」という事後レポートが送られる
運用が標準化。

・AI同士のネゴシエーション
・病院のAI「この患者はA薬が必要です」
・薬局のAI「在庫切れのため、同効薬B薬に変更し、来週A薬

に戻すプランを提案します」
・上記の調整をAI同士が行い､人間(薬剤師・医師)は最終承認

のみを行う。

＜Gemini による回答＞



ＡＩに聞いてみました

薬剤師の疑義照会はAIが進展することによりどのように変化するのかを
5年後、10年後、15年後、20年後について教えてください

20年後：疑義照会は“人間による最終判断”の場に

主な変化
・医師側AIと薬局側AIが事前にリスクを相互チェック
・技術的な処方ミスはほぼ自動排除
・残る論点は

・生活の質（QOL）
・予後と副作用のどちらを重視するか
・高齢・終末期での治療強度
など価値観や倫理に関わる問題

疑義照会の性質
ミス是正ではなく
治療方針への専門的セカンドオピニオン

薬剤師の役割
AIでは扱えない

「この患者にとって本当に最善か」を判断する人間の
専門職

＜ChatGPT5.2による回答＞
20年後（2046年） 
【フェーズ4】デジタルツインと「プレシジョン・メ
ディシン」
キーメッセージ：ミスの訂正から「未来の最適化」へ
・デジタルツイン（仮想の患者モデル）でのシミュレー
ション

・「この処方だと3ヶ月後に肝機能が悪化する確率
 80%」といった未来予測に対し、予防的な処方
 提案を行う。

・治療の「共同設計（Co-design）」
・「疑義（疑問）」をぶつける関係ではなくなる。
・AIが提示した複数の治療シナリオ（松・竹・梅）

に対し、医師（診断のプロ）と薬剤師（薬物の
プロ）が対等な立場で議論し、最初から最適解を
選び取る。

・完全な個別化医療
・ゲノム情報、生活習慣データをAIがフル活用し、

「統計的な正解」ではなく「その人だけの正解」
を導き出す。

＜Gemini による回答＞



時期 疑義照会の中心 薬剤師の立ち位置

5年後 AI補助で見落とし減少 AIチェックの評価者

 10年後 根拠ある標準化疑義 臨床的判断の専門家

 15年後 難症例中心に集中 高度臨床コンサルタント

20年後 倫理・価値判断領域 人間による最終保証者

薬剤師の役割はどう変わるか？

1．チェッカーからデザイナーへ
・「間違いを探す」業務はAIに代替される。
・「AIの予測に基づき、最適な治療戦略を医師とデザインする」業務へシフト。

2．対物業務の完全自動化
・調剤・監査・形式的な照会はシステムが担う。

3．人間に残る価値
・AIには理解できない「患者の価値観」「コンプライアンスの心理的障壁」を

読み取り、治療方針に反映させる力。

＜Gemini による回答＞

＜ChatGPT5.2による回答＞

疑義照会は減少するのではなく高度化する
単純エラー対応はAIが担う時代へ
薬剤師は医療の質と安全を保証する最終専門職へ進化する



処方チェックの未来像への対応

③病態禁忌
④アレルギー
⑤腎機能障害や肝機能障害等による投与量調整

対人チェック

従来の「対物中心のチェック」から「対人中心のチェック」に
移行するためには、「病歴データ」「検査値」「添付文書の
データ」等をどのタイミングで､どのように利活用してチェック
を行うかについて、様々な試行が必要である

国が進める電子処方箋は定型的なチェックは行うが、個別の
チェックを行うことは必ずしも求められない可能性があるが、
医療機関での処方チェックはこれらの「対人チェック機能」を
行うべく開発を進める必要がある

各ベンダーが自社のフィロソフィーの下、（各社共有の部分があっても構わないが）
独自開発をすることが求められている
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電子版お薬手帳の現状の機能（2025年12月1日現在）



電子版お薬手帳の現状の機能（2025年12月1日現在）



電子版お薬手帳の現状の機能（2025年12月1日現在）



電子版お薬手帳の現状の機能（2025年12月1日現在）



電子版お薬手帳の大多数がガイドラインに準拠＋αの機能を有している

電子版お薬手帳等の利活用について



電子版お薬手帳等の利活用について
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電子版お薬手帳等の利活用について



電子版お薬手帳等の利活用について

現状では医療機関・薬局において、電子手帳の記録を利活用する
ことがなかなかできていない

電子処方箋・オン資システム・部門システム（薬局システム）
の連携について今一度ポンチ絵に示された利用方法等に関して
きちんと知らせる（実感することができる）教育システムを
開発してはいかがか

行政は盛んにＨＰ等を利用して情報発信を行っているが、この
ことを正確に理解することは極めて難しいといえる

日々実務で忙しく、かつ情報提供されても、実感がない現状で
教育システムをＪＡＨＩＳ等で開発してはいかがか
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国の院内処方箋システム開発について



国の院内処方箋システム開発について



PMDA医療用医薬品情報検索では

｢院内処方箋｣ ｢電子処方箋｣ と一言でいうけれど・・・

処方箋医薬品の法的定義（薬機法第49条:処方箋医薬品の販売）
薬局開設者又は医薬品の販売業者は､医師､歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して､正当な理由なく､
厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し､又は授与してはならない｡ただし､薬剤師等に販売し､又は授与するときは､この限りでない｡

医師法第22条
医師は､患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には､患者又は現にその看護に当たつている者に対
して処方箋を交付しなければならない｡ただし､患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない旨を申
し出た場合及び次の各号のいずれかに該当する場合においては､この限りでない｡
 １暗示的効果を期待する場合において､処方箋を交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
 ２処方箋を交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
 ３病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
 ４診断又は治療方法の決定していない場合
 ５治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
 ６安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
 ７覚醒剤を投与する場合
 ８薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合

処方箋医薬品 6165件 非処方箋医薬品 5372件

薬物療法を行う際に処方箋の交付は必須ではない

薬物療法を行う際に処方箋が必須なわけではない

｢院内処方箋｣のシステム構築には原点に戻って、｢院内処方箋｣の
定義をする必要があるのではないだろうか



処方箋の電子化と実施時期の順番について

入院患者の定時処方箋、臨時処方箋
退院時処方箋

②外来患者の院内処方箋（非交付処方箋）

入院時には入院診療計画 書を患者等に交付する必要があること
から、電子カルテがらみで、これらの情報も含んだ形で利活用
できるシステム開発を行うことはできないのだろうか

病棟定数配置薬：処置伝票（内服薬，外用薬，注射薬）
処置用薬剤：処置伝票（注射薬，外用薬，放射性医薬品等）
検査用薬剤：処置伝票（造影剤，検査用薬，放射性医薬品等）

入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療（入院中の看護及び栄養管理を含む。）
に関する計画

①外来患者の院外処方箋（交付処方箋） 対応済

（注）院外処方禁止薬の存在
開発中

開発中

次期開発③

＊

＊

院内処方箋システムの全体像としてはこれら院内で実施された
薬物療法に関連した各種情報をデータとして捉えることが必要



２．紙媒体の処方箋の運用の形態
ここでいう処方箋の運用とは、保険診療に伴い患者に交付された処方箋の運用を念頭においている。医師又は

歯科医師(以下｢医師等｣という)が行う医療行為の中には､医療保険を利用しないもの（例えば､自費による診療､自
動車賠償責任保険による診療等）もあるが、多くの医療行為は医療保険を利用したものであることや、保険診療
における運用が可能であれば､応用が可能と考えられることから保険診療に伴い交付された処方箋の運用を念頭
においた記載とした。また、この他にも医療機関内で用いられている処方箋についても、今後所要の検討が必要
であると考えられる。

処方箋：外来患者（院外処方箋＝交付処方箋 院内処方箋＝非交付処方箋），
入院患者(非交付処方箋）

（医療情報ネットワーク基盤検討会 2013年7月）

処置用薬剤：処置伝票（注射薬，外用薬，放射性医薬品，治療用アレルゲンエキス）

検査用薬剤：処置伝票（造影剤，検査用薬，放射性医薬品，診断用アレルゲンエキス）

病棟定数配置薬：処置伝票（内服薬，外用薬，注射薬）

「院内処方箋」 と一言でいうけれど・・・

医療機関内で医薬品が使用される場合､必ずしも処方箋という書類が使用されているわけではない

院内処方箋の電子化の定義として
｢院内における
①『持参薬を含む薬物療法に関する医師の指示に関する記録』
②『患者に使用する医薬品に関する物流記録及び調製記録』
③『実施された医薬品に関する記録』
を正確に把握することを目的とした記録システム｣と定めた上で、
求められる要件、実施時期等について検討すべきではないか



品質保証された薬剤が調製されたことに関する記録

薬剤師の対物業務で残すべき記録

調製した薬剤の正しさに関する記録

(病棟・患者への）供給に関する記録

薬剤調製に関する記録

製剤に関する記録

薬剤師の対物業務は、薬剤の購入から倉庫での保管･調剤･(病棟)･患者に服用さ
れるまでの各プロセスの正しさが記録として残される事が必要

加工せずに調製（無加工の記録）

加工して調製（加工内容の記録）

非薬剤師が関わっている場合（指示書）

使用に関する記録

（画像情報を含む）

薬剤部→病棟→患者

調製から投与に至るプロセスの正しさに関する記録

ロボット使用の場合（ログ）

①Right Patient（正しい患者）
②Right Drug   （正しい薬剤）
③Right Purpose（正しい目的）
④Right Dose   （正しい用量）
⑤Right Route  （正しい方法）
⑥Right Time   （正しい時間）

6
R

＜参考：調剤録に求められる記載事項＞
1 患者の氏名及び年令
2 薬名及び分量
3 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた年月日
4 調剤量
5 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名
6 情報の提供及び指導の内容の要点（新設）
7 処方せんの発行年月日
8 処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名 
9 前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動

物診療施設の名称及び所在地
10前条第2号及び第3号に掲げる事項

2 法第23条第2項の規定により医師､歯科医師又は獣医師の同意を得て処方せん
に記載された医薬品を変更して調剤した場合には､その変更の内容

3 法第24条の規定により医師､歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合
  には､その回答の内容

薬剤師のみが行っている場合

薬剤購入・保管に関する記録
薬剤採用プロセス
発注・納品・検収・保管プロセス

品質保証情報（ロット･期限を含む）

加工せずに調製（無加工の記録）

加工して調製（加工内容の記録）

疑義照会に関する記録

医師等の同意に関する記録

調剤を薬剤師が行った記録
処方せんで調剤を行った記録



薬剤師の対人業務で残すべき記録
薬剤師は対人業務の「実施及び実施した内容の正しさ」を証明
できる記録を残す必要がある

①Right Patient（正しい患者）
②Right Drug   （正しい薬剤）
③Right Purpose（正しい目的）
④Right Dose   （正しい用量）
⑤Right Route  （正しい方法）
⑥Right Time   （正しい時間）

6
R

患者からの情報収集及び患者等に提供･指導した内容に関する記録

薬学的知見に基づく指導にする記録

薬剤管理指導業務に関する記録

他の医療職へ提供した情報に関する記録

適正使用に必要な医薬品情報を関連する医療職に伝えたことの記録

提供した情報に関する記録

薬局に提供した(から提供された)情報に関する記録

薬局に提供した（から提供された）記録

1 患者の氏名及び年令
2 薬名及び分量
3 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた年月日
4 調剤量
5 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名
6 情報の提供及び指導の内容の要点（新設）
7 処方せんの発行年月日
8 処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名 
9 前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施
設の名称及び所在地
10前条第2号及び第3号に掲げる事項
2 法第23条第2項の規定により医師､歯科医師又は獣医師の同意を得て処方

せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には､その変更の内容
3 法第24条の規定により医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた

場合には、その回答の内容

処方薬の妥当性に関する記録

医師への処方提案

看護師等への使用薬剤に関する留意事項

持参薬の使用に関連する各種情報

薬学的知見に基づく指導に関する記録

薬剤の使用状況（交付後を含む）に関する記録

他の医療職への適正使用のための情報提供に関する記録



＜本日の内容＞

２．処方チェックの現状と電子処方箋でのチェック機能

１．医療DXをとりまく最近の動き

３．ＡＩの発展と処方チェックの未来像

４．電子版お薬手帳の利活用について

５．院内処方箋（院内の医薬品の物流と記録）に関する諸課題

6．電子処方箋・医療DXを推進するために必要な基盤整備



2025【事例の詳細】 60歳代の患者に整形外科からアレンドロン酸錠35mg「サワイ」が処方されていたが、胃部 不快感が生じ...

【事例の詳細】患者は医療機関Aで抗がん剤の治療を開始することになり、制吐目的でオランザピン錠とドン ペリドン錠...

【事例の詳細】普段は他の薬局を利用している30歳代の女性患者に、医療機関Aからドンペリドン錠10mg 「JG」が処方さ...

【事例の詳細】感冒の症状でクリニックを受診した60歳代の男性患者にPL配合顆粒が処方された。患者は 初めての来局...

【事例の詳細】排尿障害で医療機関を受診した患者に、ザルティア錠5mgが初めて処方された。薬剤師がお薬 手帳を確認...

【事例の詳細】発熱外来を受診して新型コロナウイルス感染症と診断された患者に、ゾコーバ錠125mgが 処方された。薬...

2024【事例の詳細】 eGFRが9mL/min/1.73m2に低下した患者が歯科診療所を受診し、ロキソニン錠60mgと フロモックス錠100mg...

2022【事例の詳細】患者にゾルピデム酒石酸塩錠10mg「テバ」が処方された。患者から肝障害があることを聴取 していたため...

【事例の詳細】医療機関Aの眼科で緑内障の治療中の患者に、眼圧が下がらないためアイラミド配合懸濁性点 眼液が追加...

【事例の詳細】在宅療養中の70歳代の患者にメトグルコ錠250mgが処方された。処方内容は、ここしばらく 変わっていな...

2021【事例の詳細】当薬局を利用している８０歳代の患者が片頭痛のため医療機関を受診し、ロキソプロフェン錠 ６０ｍｇ、...

2020【事例の詳細】処方医は、患者の血圧が１５１／７４ｍｍＨｇであったため、トリクロルメチアジド錠２ｍｇ 「ＪＧ」を...

【事例の詳細】深部静脈血栓症の治療および再発抑制のためエリキュース錠を服用していた患者に、整形外科 からエビス...

【事例の内容】咳がひどいため内科を受診した患者に、フスコデ配合シロップが処方された。薬局では、患者 が緑内障で...

薬局ヒヤリ・ハット事例収集事業（共有すべき事例）

最近は「共有すべき事例」として「病態禁忌」に
関する事例が少なからず示されている

これらは本来医療機関で処方箋発行時にチェッ
クすべきものである（スライド２０参照）

③病態禁忌
④腎機能障害や肝機能障害等による投与量調整
⑤アレルギー



処方違い/調剤間違いの事例



処方発行時に本来求められる機能を考える

最終的な目標は「良質かつ安全な薬物療法の実施」を実現する
ためのツールとしての処方発行機能を有することが求められる

わが国の処方関係で求められてきた医療安全対策は四半世紀前
のシステム開発時からあまり発展していない

ＡＩの発展をこの分野に積極的に取り込み、前述のＡＩの予測
で示された機能をいかにして取り入れるかが求められている

③病態禁忌
④アレルギー
⑤腎機能障害や肝機能障害等による投与量調整

①患者が服用している医薬品（自院のみならず
他院あるいはＯＴＣ薬も含む）の重複投与回避

②併用禁忌（相互作用回避）

対物チェック

対人チェック



電子処方箋について再考すると

現在の処方箋には医療用医薬品と特定保険医療材料も併記されている

これらのことを想定すると、将来的には｢現在の処方箋｣を前提に電子処方箋システム
を構築することは再考すべき余地があるのではないか

現在医療用医薬品の中から｢OTC類似薬｣｢長期収載医薬品｣等が将来的に保険適用で
なくなることが想定されることから､それらの医薬品に関して｢医師の指示書｣が必要
となる場合もありうるのではないか

リフィル処方箋の利用率は以前低いままである

外来患者への調剤方法として、将来的には欧州で行われている｢箱渡し調剤｣に移行
することが想定される

(例えば）現在外来患者に対して実施されている「特定疾患療養管理計画書」「生活習
慣病療養計画書」等を参考に新たに｢薬物療法計画書(仮称)｣の概念を加え、その情報の
作成を処方箋の代わりに使うシステム開発も視野に入れて、電子処方箋のシステム構築
を検討してはいかがか

●

●

●

●

処方箋に記載する医薬品を保険（薬価基準）のしがらみから解放し、医師法が定める
薬名･分量･用法･用量について、原点に戻って検討することも必要なのではないか

その場合には薬価基準の収載方法にも大幅な改訂が必要となる



国の院内処方箋システム開発とのギャップについて

医療ＤＸが法に基づいたものになってしまったため、2030年
を一つの目標として、国が定める院内処方を含む電子処方箋等
のシステム開発を行うことはベンダーとして対応せざるを得な
いことは事実である

元来、わが国の医療は「保険請求」を基本（大原則）

として発展してきたが､ＡＩの発展を積極的に取り入れ

て、電子カルテは､「真のメディカルレコードを記録す

るシステム」として再構築し、レセプトはアウトプット

の一方法として捉える、つまり「保険システムの呪縛か

らの脱却」を前提とした、「最新の技術を取り入れた上

で原点に戻った電子カルテ」の開発を、新規に行うこと

が求められている最後のチェンスといえるのではないか
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